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二
十
数
年
に
わ
た
る
同
庁
の
情
報
提
供
の
過
去
を
ふ
り
か
え
る
こ
の
文
書
に
、
た
だ
ひ
と
り
国
会
議
員
の
名
前
が
見
受
け
ら

れ
る
。
し
か
も
、
そ
の
内
容
は
法
務
省
幹
部
を
し
て
驚
か
せ
る
よ
う
な
不
見
識
か
つ
中
傷
に
満
ち
た
も
の
で
あ
り
、
断
じ
て
看

過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
内
閣
と
し
て
適
正
に
調
査
し
、
ま
た
こ
う
し
た
欺
瞞
が
な
ぜ
ま
か
り
通
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。
以
下
、
質
問
す
る
。 

す
で
に
報
道
さ
れ
た
公
安
調
査
庁
の
内
部
文
書
『
情
報
提
報
と
活
用
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
草
案
）
』
（
平
成
十
年
三
月
二 

 

十
五
日
）
な
る
文
書
が
、
「
同
一
の
も
の
が
庁
内
で
作
成
さ
れ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
」
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
七
月
三 

 

〇
日
法
務
委
員
会
に
お
け
る
私
の
質
問
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
『
情
報
提
供
の
過
去
と
現
状
』
（
平
成
一
〇 

 

年
九
月
十
八
日
）
と
題
す
る
同
庁
に
よ
る
政
府
各
省
や
内
閣
情
報
調
査
室
、
自
由
民
主
党
等
へ
の
情
報
提
供
の
概
要
が
と
り
ま

と
め
ら
れ
て
い
る
文
書
の
存
在
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

一 

文
書
の
性
格
に
つ
い
て 

（
1
） 

『
情
報
提
報
と
活
用
の
在
り
方
に
つ
い
て
』
（
草
案
）
は
、
公
安
調
査
庁
で
「
内
部
で
い
ろ
い
ろ
な
議
論
を
交
わ

し
た
時
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
」
と
の
可
能
性
を
否
定
し
な
か
っ
た
が
、
『
情
報
提
供
の
過
去
と
現
状
』
に
つ
い
て
は 

公
安
調
査
庁
の
調
査
と
提
報
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

一 

 



 

二 

記
載
内
容
に
つ
い
て 

（
2
） 

公
安
調
査
庁
な
ら
び
に
政
府
部
内
で
は
、
通
常
「
漏
洩
」
と
は
ど
の
よ
う
な
時
に
使
う
言
葉
な
の
か
。 

（
1
） 

『
情
報
提
供
の
過
去
と
現
状
』
に
は
、
「
保
坂
展
人
社
民
党
代
議
士
が
民
事
局
の
『
通
達
』
を
支
援
組
織
『
移
住

労
働
者
と
連
帯
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
に
漏
洩
し
た
件
に
つ
い
て
の
関
連
情
報
を
提
報
し
た
」
と
の
記
載
が
あ
る
。 

（
3
） 

『
情
報
提
供
の
過
去
と
現
状
』
は
庁
内
で
作
成
さ
れ
た
可
能
性
は
低
い
、
つ
ま
り
虚
偽
の
事
実
を
ふ
く
ん
だ
根
拠

薄
弱
の
怪
文
書
な
の
か
。
そ
れ
と
も
、
詳
細
は
答
弁
で
き
な
い
に
し
て
も
同
庁
の
活
動
概
要
を
い
ず
れ
か
の
機
関
に

報
告
す
る
た
め
の
予
備
文
書
な
の
か
、
明
確
に
答
弁
さ
れ
た
い
。 

（
2
） 

『
情
報
提
報
と
活
用
の
在
り
方
に
つ
い
て
』
（
草
案
）
と
『
情
報
提
供
の
過
去
と
現
状
』
は
、
部
外
秘
で
あ
る
こ

と
が
推
量
で
き
る
が
、
そ
の
機
密
性
に
違
い
は
あ
る
の
か
。 

前
者
と
の
相
違
は
あ
る
か
。 

民
事
局
通
達
に
秘
密
性
は
な
く
、
法
務
局
や
市
町
村
の
窓
口
に
も
周
知
徹
底
す
べ
き
も
の
で
、
む
し
ろ
外
国
人
労

働
者
に
か
か
わ
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
も
積
極
的
に
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
内
容
だ
と
い
う
法
務
省
の
見
解
は
す
で
に
得
て

い
る
。
「
漏
洩
」
と
は
心
外
だ
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。 

二 

 



 

（
9
） 

『
情
報
提
報
と
活
用
の
在
り
方
に
つ
い
て
』
（
草
案
）
に
あ
る
特
定
議
員
に
共
産
党
な
ど
当
庁
得
意
分
野
に
焦
点

を
当
て
た
地
元
選
挙
情
報
「
を
（
中
略
）
説
明
に
赴
く
」
と
の
記
載
が
あ
る
が
、
実
際
に
こ
う
し
た
分
野
で
の
活
動

は
行
わ
れ
て
き
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
行
わ
れ
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
検
討
は
さ
れ
た
の
か
。 

（
8
） 

『
情
報
提
供
の
過
去
と
現
状
』
は
実
在
す
る
の
か
。
文
書
、
書
式
の
相
違
は
あ
っ
て
も
「
極
秘
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
内
容
」
が
一
覧
表
と
な
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 

（
7
） 

大
蔵
省
国
際
金
融
局
金
融
業
務
課
は
、
平
成
六
年
三
月
に
公
安
調
査
庁
か
ら
「
北
朝
鮮
の
核
問
題
に
伴
う
経
済
制

裁
」
に
か
ら
ん
で
情
報
提
供
を
受
け
た
か
。 

（
6
） 

法
務
省
民
事
局
は
、
平
成
十
年
四
月
こ
ろ
に
公
安
調
査
庁
か
ら
私
の
議
員
活
動
に
つ
い
て
、
提
報
を
受
け
た
こ
と

が
あ
る
か
。 

（
5
） 

法
務
省
は
公
安
調
査
庁
に
、
入
管
問
題
に
お
け
る
公
開
情
報
と
機
密
情
報
の
差
異
を
、
教
え
な
い
の
か
。 

（
4
） 

公
安
調
査
庁
は
、
「
移
住
労
働
者
と
連
帯
す
る
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
が
前
記
、
民
事
局
通
達
を
入
手
す
る
こ
と

に
、
何
ら
か
の
危
惧
や
公
安
上
の
関
心
を
持
つ
の
か
。
こ
れ
も
「
漏
洩
」
の
一
種
か
。 

（
3
） 

公
安
調
査
庁
は
、
私
の
議
員
活
動
を
監
視
し
た
こ
と
が
あ
る
か
。 

三 

 



 

 

四 

（
10
） 

ま
た
、
『
情
報
提
報
の
活
用
の
在
り
方
に
つ
い
て
』
（
草
案
）
は
、
決
裁
を
さ
れ
た
正
式
の
文
書
で
は
な
い
と
答 

 
 

弁
さ
れ
た
が
、
決
裁
を
受
け
た
正
式
文
書
の
中
に
は
草
案
な
る
同
文
書
と
重
複
し
た
箇
所
は
相
当
部
分
あ
っ
た
の 

か
。
そ
れ
と
も
、
一
部
か
。
「
特
定
議
員
へ
の
提
報
」
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。 

三 

調
査
事
項
と
管
理
の
実
態
に
つ
い
て 

（
1
） 

個
人
の
「
出
入
国
管
理
記
録
」
が
入
管
当
局
か
ら
流
出
し
た
事
実
は
あ
る
か
。 

（
2
） 

公
安
調
査
庁
の
部
外
秘
に
あ
た
る
文
書
が
流
失
、
漏
洩
し
た
事
実
は
あ
る
か
。 

（
3
） 

政
府
機
関
が
政
治
上
の
対
立
に
関
与
し
、
特
定
議
員
や
政
党
に
秘
密
情
報
を
流
失
さ
せ
た
と
し
た
ら
、
国
家
公
務

員
の
中
立
性
に
て
ら
し
て
懲
戒
、
も
し
く
は
刑
事
罰
と
い
っ
た
対
象
と
な
る
か
。 

（
4
） 

政
府
は
、
以
上
の
ふ
た
つ
の
文
書
に
つ
い
て
調
査
を
開
始
し
て
い
る
か
。
こ
れ
か
ら
調
査
す
る
予
定
は
あ
る
の 

 

か
。 

右
質
問
す
る
。 


